


第６ 支給される子の出張帯同費用は、所得税法（昭和４０年３月３１日号外法律第３３号）

第２８条第１項に定める給与所得として取扱い、源泉徴収を行う。 

 

（その他） 

第７ この取扱いに定めるもののほか、子の出張帯同費用の支給の運用に関し必要な事項

は、ダイバーシティを担当する理事が別に定める。 

 

附 則 

 この裁定は、令和５年８月３１日から実施し、令和５年７月２５日から適用する。 

  

 


